
令和８年度「台湾との民間団体交流事業」実施要項  

 

令和８年４月１日  

国際・経済交流課   

 

第１ 目的 

 宮 崎県 と 台 湾 新竹 県・ 桃園 市・ 台 中市 を 中 心 と する 台 湾 と の 民 間 レ ベル で の 交 流 を

促 進 する とと も に、 交 流 を 通 じ て 本 県 の 魅 力 を 効 果的 に 発 信 する こと によ り 、 将 来 の

観光 誘客 の 礎 を 築 く 。  

 

第２ 事業概要 

  第 １ の 目 的 の ため に、 台 湾 の 民 間 団体 を 本 県 へ 受 け 入 れ て 交流 （以 下「 来 県交 流」

とい う。）を 行 う 県 内 の 団 体 に 対 して 補助 金 を 交 付 する 。  

 ま た、 台 湾 と の 往 来 が 困 難 であ る 場 合 は 、 今 後 の 相 対 す る 交 流 に 繋 げて いく た めの

オン ライ ン で の 交流 （以 下「 オン ラ イン 交流 」 と いう 。） を 行 う 団 体 に 対 して 補助 金 を

交 付 する 。  

 

第３ 事業実施団体 

  県 内 の 民間 団 体  

 

第４ 事業の内容 

 事 業 は 、 次 に 掲 げるも のを 行 う も のと する 。  

 １  来 県交 流  

 （ １） 台湾 か ら 来 県 す る 民 間団 体 と 県 内団 体 の 交 流  

 （ ２） 県内 観 光地 視察 等 の 宮 崎 の 魅 力 を 体 験 す る 機 会 の 提 供  

 （ ３） 台湾 側 団体 によ る、 宮崎 観 光 の 魅力 等 の ＳＮ Ｓ 等 で の 発 信  

 ２  オ ンラ イ ン 交 流  

 （ １） 今後 の 相 対 す る 交 流 に 繋 げて い くた めに 、 台 湾 の 民 間団 体 と の オ ン ライ ン で

の 交 流  

 （ ２） 県内 の 民間 団体 か ら 台 湾 の 民間 団体 に 宮 崎観 光 の 魅 力等 の 効 果的 な アピ ール  

 （ ３） 台湾 側 団体 によ る、 宮崎 観 光 の 魅力 等 の ＳＮ Ｓ 等 で の 発 信  

 

第５ 募集、選定及び補助金の交付決定 

 １  県 は 、 事 業 の 実 施 にあ たり 、 本件 補助 対象 事業 を 一般 公募 する 。  

 ２  事 業 の 実 施 を 希 望 す る 団 体 は 、 次 に 掲 げる 書 類 を 、 別 に 定 め る 日 ま で に 県 に 提

出 す るも のと す る。  

 （ １） 事業 実 施申 込書 （様 式第 １ 号）  

 （ ２） 事業 計 画書 （様 式第 ２号 ）  

 （ ３） 収支 予 算書 （様 式第 ３号 ）  

 ３  事 業 の 実 施 を 希 望 す る 団 体 は 、 事 前 に 台 湾 の 交 流 相手 団体 と 調 整 し 、 交流 計画

を 作 成 す るこ と を 原 則 と する 。  

 ４  県 は 、 上 記２ の 提 出 が あっ た とき は、 実施 意欲 、 事業 目的 と の 整合 性 、事 業 の

新規 性・ 継続 性 ・波 及効 果・ 地理 的 バラ ンス 、 実 現可 能 性等 を 考 慮 の 上、 事 業実

施候 補団 体 を 選 定 す る。 また 、２ の 団 体 に 選 定結 果 を 通 知 す るも のと する 。  

 ５  上 記４ の 規 定 によ り 選 定 を 受 け た 事業 実施 候補 団 体 は 、 補 助金 等 の 交 付 に 関 す

る 規 則（ 昭和 ３ ９年 宮崎 県規 則第 ４ ９号 ）及 び 「 台 湾 と の 民 間団 体交 流事 業 」補

助金 交付 要綱 （ 令和 元年 ６月 ７日 宮 崎県 国際 ・経 済交 流 課定 め） の 規 定 に 基 づ



き 、 次 に 掲 げる 書 類 を 別 に 定 め る 日 まで に 県 に 提 出 す る もの とす る。  

 （ １） 補助 金 交付 申請 書（ 補助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則様 式第 １号 ）  

 （ ２） 事業 計 画書 （様 式第 ２号 ）  

 （ ３） 収支 予 算書 （様 式第 ３号 ）  

 （ ４） 当該 団 体 の 定款 又 は 規 約  

 （ ５） 当該 団 体 の 過去 ２年 間 の 活 動実 績 を 証 す る 書 類  

 （ ６） 法人 格 を 有 す る 団 体 の 場 合 には 、 納 税証 明書 （ 県税 に 未 納 が ない こ との 証

明）（ 原 則 と して 申 請 を 行 う 日 から ３ か 月 以内 のも の。 写 しで も 可。）  

 （ ７） 法人 格 を 有 す る 団 体 の 場 合 には 、 地 方税 法（ 昭 和 25 年法 律第  226 号） 第  

321 条 の ４ 及 び 各 市 町村 の 条 例 の 規 定 に より 、 個 人住 民 税 の 特別 徴収 義務 者 と

され てい る 法 人 にあ って は、 個人 住 民税 の 特 別徴 収実 施 確認 ・開 始誓 約書 （ 補

助金 交付 要綱 様 式第 １号 ）  

  （ ８） 構成 員 等 が 、 暴 力団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成３ 年法

律 第 77 号 ）第 ２ 条第 ２号 に 規 定 す る 暴力 団（ 以下 「暴 力 団」 とい う。） 若 し く

は 同 条第 ６号 に 規 定 す る 暴力 団員 （ 以下 「暴 力団 員」 と いう。）で ない こと 又

は 暴 力団 若 し く は 暴 力団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 しな いこ と の 誓 約書 （補 助金 交 付

要綱 様式 第２ 号 ）  

 ６  県 は 、 上 記５ の 書 類 の 提 出 が あっ たと きは 、 補 助 金交 付 の 適 否 を 判 断 し 、 事 業

実施 候補 団体 に 通 知 する もの とす る 。  

 

第６ 募集要項 

 県 は 、 各年 度 の 事 業 の 実 施 に 当 た り、 台 湾 と の 民間 団 体交 流事 業募 集要 項 を 作 成 す

る 。  

 

第７ 対象事業の条件等 

 １  来 県交 流  

 （ １） 交流 の 分 野 は 特 に 問 わな い が、 将 来 にわ たる 団 体間 交流 の 促 進 に 資 する もの

とす る。  

 （ ２） 台湾 側 団体 を 受 け 入 れて 、 県 内 で 交 流 を 行 う こ と。  

 （ ３） 台湾 側 団体 が 、 県 内 の 観 光 地 を 視 察 す る 場 を 設 ける こと 。  

 （ ４） 台湾 側 団体 は 、 宮崎 観光 の 魅力 等 を ＳＮ Ｓ 等 で 発 信 する こと 。  

 （ ５） 原則 と して 、 宮 崎空 港発 又 は 宮 崎空 港着 の 国 際 定期 便（ 台湾 ） を 利 用 す るこ

と 。  

 ２  オ ンラ イ ン 交 流  

 （ １） 交流 の 分 野 は 特 に 問 わな い が、 将 来 にわ たる 団 体間 交流 の 促 進 に 資 する もの

とす る。  

 （ ２） 交流 の 際 に 宮崎 観光 の 魅 力 等 の プレ ゼン を 行 うこ と 。  

 （ ３） 台湾 側 団体 は 、 宮崎 観光 の 魅力 等 を ＳＮ Ｓ 等 で 発 信 する こと 。  

 

第８ 補助金交付 

 実 績 報 告 後 、 確 定 し た 額 を 事 業 実 施 団 体 が 指 定 し た 口 座 に 振 り 込 む 。  

 

第９ その他 

 こ の 要 項 は 、 令和 ８年 度 の 予 算 に 係 る 台 湾 と の 民間 団 体交 流事 業 か ら 適 用 する 。  


